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【田道小学校内学童保育クラブ】

●民間への運営委託を見据えて、記録の更なる充実を図っていく

子どもとの日々の丁寧な関わりは、細かな記録にも裏付けられている。令和6年度の民

間事業者への運営の引継ぎを見据えると、丁寧な育成支援の記録を残しておくこと

は、今後の子どもの健やかな育ちを支援していく上で、大きな助けとなる。引き続

き、育成支援に関する記録の充実、徹底に取り組んでいくことを課題としている。

総  評
≪特に良いと思われる点≫

●子どもが多様な関わりの中で成⾧していくことが出来るよう、工夫している

 学童保育クラブ内では、同じ学年のみならず、異なる学年の子どもとも遊びや班活

動などを通して関わり、リードしたり、憧れを抱いたりするなどの経験を重ね、内面

を含めた豊かな育ちを支援している。また、近隣の他の学童保育クラブとも交流して

いる。ともに図工・制作などの活動を行うことで交流を深め、子ども同士の関係づく

り、関係の広がりを援助している。様々な保育園や幼稚園の出身者でもあり、また同

じ小学校に通う仲間として、有益な取り組みとなっている。

●子どもの状況を職員全体で把握し、日々の育成支援に活かしている

 子どもの気持ちを受け止め、親身で温かみのある対応を心掛けている。学童保育ク

ラブは、他者と関わるという意味では社会でもあり、また、安心できる大人との関わ

りの中でほっとできるという意味では家庭的でもある。また、毎日の打ち合わせを通

して、職員それぞれの視点に基づく子どもや保護者の様子を全体で共有し、それを

日々の関わりに活かしている。こうした安心・安全の環境、職員の実践は、子どもや

保護者の安心にもつながっている。

≪更なる改善が望まれる点≫
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【田道小学校内学童保育クラブ】

A

B

C

Ⅰ-1理念・基本方針
項目 評価

1 A

Ⅰ福祉サービスの基本方針と組織

評価項目 講評

①理念・基本方針を確立・明文化

し、職員及び利用者等に周知してい

る。

目黒区児童館運営指針、目黒区学童保育クラブ

保育指針における基本姿勢や目的などを理念や

基本方針として位置づけている。これらを年度

当初のものをはじめとして会議などで確認する

ことで、職員への周知を図っている。保護者に

は、入所説明会などにおいて説明し、周知を

図っている。

詳細講評

評点基準

 よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態

Aに至らない状態、多くの施設・事業所の状態、「A」に向けた取組みの余

地がある状態

Ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

〇共通評価基準（1～42）

（１）理念・基本方針が確立・周知されている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅰ-2運営状況の把握
項目 評価

2 A

3 A

①事業運営を取り巻く環境と運営状

況を的確に把握・分析している。

区直営の学童保育クラブとして、経営環境や経

営状況などの把握・分析は、学童保育クラブが

所属する目黒区子育て支援課を中心に行ってい

る。学童保育クラブとしては、学校との連携な

どにより、地域の各主体の考え方などを含む状

況把握を行い、整理している。

学童保育クラブの運営は、年度ごとの学童保育

クラブ保育方針をもとに行い、年度末に学童保

育クラブ保育クラブ総括をまとめ、一年の取り

組みを総括している。この過程を通して、経営

（運営）上の成果と課題を明確にしている。

②運営課題を明確にし、具体的な取

組を進めている。

（１）運営環境の変化等に適切に対応している。

評価項目 講評
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅰ-3事業計画の策定
項目 評価

4 A

5 A

6 A

7 A

（１）中・⾧期的な目標と計画が明確にされている。

①事業計画の策定と実施状況の把握

や評価・見直しが組織的に行われ、

職員が理解している。

日々の育成支援の振り返り、会議などを通し

て、学童保育クラブ保育方針に基づく学童保育

の実施状況を職員全体で確認している。そして

年度末には一年間の取り組みを総括する形で学

童保育クラブ保育クラブ総括を作成している。

この総括を踏まえて次年度の学童保育クラブ保

育方針を作成し、会議などで内容を共有して次

年度の取り組みの基盤としている。保護者会で

は、事業の方針や内容などについて、わかりや

すい資料を用いながら保護者に説明している。

保護者会の資料に加え、たよりなども学童保育

クラブの動きを知らせる媒体として活用してい

る。

②事業計画を子どもや保護者等に周

知し、理解を促している。

評価項目 講評

①３～５年の中・⾧期的な目標を明

確にした計画を策定している。
区として策定する目黒区子ども総合計画（令和

2年度から令和6年度）を学童保育クラブ運営上

の⾧期計画と位置付けている。ここに示される

諸施策の展開の中に、学童保育クラブの運営が

ある。従って、当該年度の学童保育クラブ保育

方針も、この流れに沿って作成している。ま

た、令和6年度の民営化を見据えて、年度ごと

に課題を設定し、スムーズな移行に備えて着実

に取り組みを進めている。
②中・⾧期計画を踏まえた年度の計

画を策定している。

（２）事業計画が適切に策定されている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅰ-4福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り組み
項目 評価

8 B

9 B

（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

①サービスの質の向上に向けた取組

が組織的に行われ、機能している。
学童保育クラブの質の向上への取り組みとして

は、以下の取り組みが定着している。学童保育

クラブ保育方針の作成➡計画に基づく育成支援

の実施➡年度末の学童保育クラブ保育方針・総

括を通した振り返り➡次年度の学童保育クラブ

保育方針の作成と実行というPDCAサイクルに

則った改善・向上を図る取り組みがある。

自己評価としては、国基準の評価シートに基づ

いたものを令和3年度より実施している。第三

者評価については、令和4年度から5年ごとの受

審を予定して実施している。

②組織として取組むべき課題を明確

にし、計画的な改善策を実施してい

る。

評価項目 講評
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅱ-1管理者の責任とリーダーシップ
項目 評価

10 A

11 A

12 A

13 A

①管理者は自らの役割と責任を職員

に対して表明し、理解を図ってい

る。

業務・職務を内容により分類し、それを施設⾧

以下各職員に割り当て、これにより管理者とし

ての役割や職員各自の役割を明確化している。

その上で、平時における職員への指導・助言、

対外関係の処理、有事における安全管理など、

管理者としての役割を遂行することを通して職

員による理解を図っている。

公務員としての倫理研修を毎年受講し、遵守す

べき法令その他のルールへの理解を深め、意識

を高めている。また「倫理ミーティング」とし

て複数のものから選択したテーマで職場内で学

びや振り返りを行っている。

②遵守すべき法令等を正しく理解す

るための取組を行っている。

①学童保育クラブの質の向上に意欲

をもち、その取組に指導力を発揮し

ている。

学童保育クラブの質に関する評価・分析、課題

の抽出と改善のための対応策の策定などは、上

記のPDCAサイクル、すなわち、学童保育クラ

ブ保育方針の作成➡計画に基づく育成支援の実

施➡年度末の学童保育クラブ保育方針・総括を

通した振り返り➡次年度の学童保育クラブ保育

方針の作成と実行を通して行っている。また、

学童保育クラブの質の向上プロセスへの職員の

関与は、「目標によるマネジメント」制度を活

用して行われる。すなわち、「ステップアップ

シート」を用いて業務上の目標を定め、上⾧と

の面談を通して目標の達成度を振り返り、自己

の目標達成への取り組みを通して成⾧を図ると

同時に、組織としての能力向上につなげてい

る。

②経営の改善や業務の実行性を高め

る取組に指導力を発揮している。

Ⅱ組織の運営管理

評価項目 講評

（２）管理者のリーダーシップが発揮されている。

（１）管理者の責任が明確にされている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅱ-2福祉人材の確保・育成
項目 評価

14 A

15 A

16 A

（２）職員の就業状況に配慮がなされている。

①職員の就業状況や意向を把握し、

働きやすい職場づくりに取組んでい

る。

現在の職員体制における年齢層や勤務状況など

の多様性を踏まえ、常にコミュニケーションを

大切にしている。職員の意向や就業状況、家庭

状況などの私生活の事情、ワークライフバラン

スなどに気を配り、それぞれが力を発揮しやす

い職場環境づくりに不断に取り組んでいる。ま

た、当学童保育クラブが所属するブロック内で

共通のスローガンを打ち出し、安全衛生委員を

中心として就業環境の向上に取り組んでいる。

①必要な福祉人材の確保・定着等に

関する具体的な計画が確立し、取組

を実施している。

区直営の学童保育クラブとして、正規職員（常

勤職員）の採用に関わる業務は、人事課が行っ

ている。会計年度任用職員の募集に関わる業務

は、子育て支援課が行っている。それぞれ、管

理者である施設⾧や職員も協力している。

学童保育クラブ単位では、採用活動につながる

取り組みに加え、現在の人員の定着に向けて、

日々のコミュニケーションや研修機会の保障な

どを通して意欲の向上を図り、定着につなげて

いる。人事管理の部分も、区としての人事評価

制度の取り組みの一つである「目標によるマネ

ジメント」制度などにより、意向の把握や成⾧

の支援などを行っている。

②総合的な人事管理が行われてい

る。

（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

評価項目 講評
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【田道小学校内学童保育クラブ】

17 A

18 A

（３）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

①職員の教育・研修に関する基本方

針や計画を策定し実施している。

区として、内部研修（OJT)と外部研修（集合研

修）、自己啓発などから構成される研修制度を

整備している。人事課や子育て支援課では職層

に応じた研修内容を組んでおり、可能な範囲で

受講を進めている。職員の教育（育成）の面で

は、「目標によるマネジメント」制度を有効に

活用している。すなわち、「ステップアップ

シート」を用いて業務上の目標を定め、上⾧と

の面談を通して目標の達成度を振り返り、自己

の目標達成への取り組みを通して成⾧を図って

いる。職場内でのOJTも、現場で必要とされる

力を育む上で有益なものとなっている。また、

ブロック会議は参加職員各自の様々な視点に触

れる場となっている。次席者会議なども、実地

研修による遊びの共有など、現場のニーズに即

した学びの機会を設けている。

②職員一人ひとりの教育・研修の機

会が確保されている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅱ-3経営の透明性の確保
項目 評価

19 A

20 A

評価項目 講評

（１）事業主体の経営の透明性を確保するための取り組みが行われている。

①公正かつ透明性の高い適正な経

営・運営のための取組を行ってい

る。

区のホームページでは、学童保育クラブの概

要、その他利用に関する事柄を確認することが

出来る。学童保育クラブ利用案内も区のホーム

ページにアップロードしている。第三者評価の

定期的な受審は今年度が初回であり、今後定期

的な受審を計画している。クラブだよりなどは

小学校などの関係機関に配布し、クラブの現在

の動きを発信している。そのほか、利用者によ

る評価（アンケートの結果）や学童保育クラブ

としての自己評価の結果も、ホームページ上で

公開している。なお、区による定期的な監査を

受けており、適正な運営状態を確保している。

②運営の透明性を確保するための情

報公開を行っている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅱ-4地域との交流、地域貢献
項目 評価

21 A

22 A

（１）地域との関係が適切に確保されている。

評価項目 講評

①学童保育クラブと地域との交流を

広げるための取組を行っている。
例年であれば、小学校主催、父母会との共催な

どを通して、学童保育クラブと地域の様々な

方々との交流の機会を持っている。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、調査時点では見送っ

ていた。近隣の学童保育クラブとは交流を継続

しており、子ども同士の関わりの広がりを支援

している。

ボランティアの受け入れについては、ボラン

ティア活用等要領において、ボランティアの募

集、受け入れから登録までの流れ、心掛けて欲

しいことなどの事前確認事項、活動上の留意事

項などを定めている。

②ボランティア等の受入れに対する

基本姿勢を明確にし、体制を確立し

ている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

23 A

24 A

25 A

①学童保育クラブとして必要な社会

資源を明確にし、関係機関等との連

携を図っている。

学童保育クラブを適切に運営していくにあた

り、様々な社会資源との連携が必要となる。そ

こで、児童館や小学校などの社会資源を一覧に

している。コロナ禍ゆえに直接の参加が難しい

ものの、地域のネットワークとの関わりは維持

しており、書面を通じて学童保育クラブの状況

を情報提供している。必要に応じて子ども家庭

支援センターや児童相談所とも連携を図り、家

庭状況なども踏まえた支援を行っている。

（２）関係機関との連携が確保されている。

①地域の福祉ニーズ等を把握するた

めの取組を行っている。
区の提案に応じて地域住民が主体的に組織した

住区におけるコミュニティ形成の推進母体（住

区住民会議）に参画している。同会議は、住区

内に住む人々や町会・自治会、PTA、商店会、

地域の活動団体などにより構成されており、会

議を通して地域のニーズを把握している。住区

の行事にも参加している。
②地域の福祉ニーズにもとづく公益

的な事業・活動を行っている。

（３）地域の福祉向上のための取組が行われている。
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【田道小学校内学童保育クラブ】

Ⅲ-1利用者本位の福祉サービス
項目 評価

26 A

27 A

（１）子どもや保護者等を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ適切な福祉サービスの実施

評価項目 講評

①子どもや保護者等を尊重した福祉

サービス提供について共通の理解を

持つための取組を行っている。

目黒区児童館学童保育クラブ運営指針において

基本姿勢や留意事項、職員の役割などを明示

し、職員がそれらを理解し遵守していけるよ

う、会議や日々の助言・指導を通して図ってい

る。

理念に基づき、一貫したサービス提供をできて

いる。職員同士で共有するだけでなく、パンフ

レットに「学童に通って良かったと親子に思っ

てもらえるよう」と記載し、保護者にもわかり

やすい言葉で周知している。保護者会も年に3

回開催し、利用開始時のみに留まらず配慮を徹

底している。相互理解を得るために取り組んで

いる。

全職員が個人情報の保護について研修を受け、

重要性を理解している。多くの個人資料がある

が、鍵付きキャビネットで管理する等プライバ

シー保護への配慮を徹底している。

②子どもや保護者等のプライバシー

保護に配慮した福祉サービス提供を

行っている。
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28 A

29 A

（２）福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

①利用希望者に対して必要な情報を

提供している。

学童保育クラブ利用案内のデータを区のホーム

ページにおいてダウンロードし閲覧できるよう

にしている。学童保育クラブ利用案内の内容は

毎年見直しが行われている。利用希望者を含む

見学者は、新型コロナウイルス感染症対策に配

慮しつつ、随時受け入れを行っている。また入

所説明会やパンフレット（今日からクラブのな

かま）を使用し、理念や取り組みだけでなく、

実際の利用時間や指導方法など、保護者が知り

たいと感じる情報を詳細に得ることができる。

子どもも、新たな環境において安心して通い、

過ごすことが出来るよう、一人ひとりの理解力

を踏まえて説明を工夫している。

②学童保育クラブの利用開始・変更

にあたり子どもや保護者等にわかり

やすく説明している。
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30 A

①子どもや保護者等の満足の向上を

目的とする仕組みを整備し、取組を

行っている。

毎年、利用者（保護者）を対象としたアンケー

ト調査を行うことで、保護者の目から見た学童

保育のあり方に対する評価を確認している。職

員の自己評価の仕組みも、利用者満足の視点か

ら活用している。保護者から寄せられた声につ

いては、受け止め、精査した上で、対応可能な

事柄については改善に取り組んでいる。

（３）子どもや保護者等の満足の向上に努めている。
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31 A

32 A

33 A

34 A

35 A

36 A

（５）安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

（４）子どもや保護者等が意見等を述べやすい体制が確保されている。

①安心・安全な福祉サービスの提供

を目的とするリスクマネジメント体

制を構築している。

地震や火災、外部からの侵入、事故、風水害、

感染症、コロナウイルス対応マニュアルを作成

しており、危機管理の充実に努めている。感染

症については、ホームページでも新型コロナウ

イルス感染症対策による学童保育クラブの利用

について確認する事ができ、対策を保護者にも

周知する取り組みができている。陽性の子ども

が出た場合のフローチャートもあり、クラス

ターを発生させないルールづくりができてい

る。事故や災害などの際の対応は「目黒区児童

館・学童保育クラブ災害時初期対応マニュア

ル」に沿って行うこととし、毎月避難訓練を実

施している。事故やヒヤリハットなどの事例は

その経緯と内容を全体で共有して、対応の向上

に活かしている。

②感染症の予防や発生時における子

どもの安全確保のための体制を整備

し、取組を行っている。

③事故・災害時における子どもの安

全確保のための取組を組織的に行っ

ている。

①苦情解決の仕組みが確立してお

り、周知・機能している。

苦情や課題が生じた場合のマニュアルが整備さ

れている。施設側の対応だけでなく、保護者の

発言等も詳細に記録することになっている。迅

速に職員が聴き取りを行い、職員、役員、支援

課と連携等、苦情の内容に応じての対応方法を

確立している。

日常的には、連絡帳や電話対応を含む日々のコ

ミュニケーションの積み重ねを通して声を聞

き、また意見を出しやすい環境づくりを心掛け

ている。保護者から寄せられた意見について

は、会議を通して内容の共有と対応の検討を

行っている。必要に応じて支援課を含めた対応

をとり、保護者の疑問や不安、不満などの解消

を図っている。

②子どもや保護者等が相談や意見を

述べやすい環境を整備し、周知して

いる。

③子どもや保護者等からの相談や意

見に対して、組織的かつ迅速に対応

している。
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Ⅲ-2福祉サービスの質の確保
評価

37 A

38 A

39 A

40 A

41 A

42 A

①子どもに関する育成支援の記録が

適切に行われ、職員間で共有してい

る。

日々の記録は保育日誌に記載し、細やかなミー

ティングを行う事で職員が情報を共有できる体

制が整っている。学童での様子だけでなく、個

人面談の記録、その他から子どもを取り巻く環

境や個別課題についても状況把握に努めてい

る。細やかな情報を共有する事で、どの職員で

も一律の対応ができていると感じる。情報は一

人ひとりファイリングして纏める管理体制を確

立している。

②子どもや保護者等に関する記録の

管理体制が確立している。

①育成支援について標準的な実施方

法を文書化している。 「育成支援の標準的な実施方法を文書化したも

の」を目黒区児童館学童保育クラブ運営指針と

捉えている。目黒区児童館学童保育クラブ運営

指針は適宜見直しが行われることになってい

る。②標準的な実施方法について見直し

をする仕組みが確立している。

①育成支援の計画を適切に策定して

いる。

「育成支援の計画」を学童保育クラブ保育方針

と捉えている。その上で、学童保育クラブ保育

方針の作成➡計画に基づく育成支援の実施➡年

度末の学童保育クラブ保育方針・総括を通した

振り返り➡次年度の学童保育クラブ保育方針の

作成と実行というプロセスを通して評価・見直

しを行っている。

②定期的に育成支援の計画の評価・

見直しを行っている。

（３）育成支援実施の記録が適切に行われている。

（２）子どもに対する育成支援の計画が策定されている。

（１）提供する育成支援の標準的な実施方法が確立されている。

評価項目 講評
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Ⅳ学童保育クラブの活動に関する事項

Ⅳ-1育成支援
評価

43 A

44 A

45 A

（２）学童保育クラブにおける育成支援

①子どもが安心して過ごせる生活の

場としての環境を整備している。

学童保育クラブでは、複数の子どもが限られた

数の遊具や文具を共有することになる。そこ

で、それらをめぐるトラブルが起きないよう、

譲り合いや順番待ちなどの子ども同士の自主的

な判断と行動を援助し、尊重している。環境面

での配慮としては、子ども自身が出し入れしや

すいように遊具や玩具を設定している。

①子どもが学童保育クラブに自ら進

んで通い続けられるように援助して

いる。

利用開始にあたっては、学童保育クラブの利用

方法法や過ごし方などを保護者に対して説明す

るだけでなく、それぞれの子ども自身が理解で

きるように対応することで、安心して新生活を

始められるように配慮している。また、それぞ

れの様子やその変化を的確にとらえ、職員間で

共有し、適切に対応している。保護者とは日々

連携し、成⾧・発達上の躓きなども共通認識の

もとで支えていけるようにしている。出欠席は

安心でんしょばと（ICTシステム）でリアルタ

イム管理されている。確認が取れない時は職員

が必ず電話連絡を行い、適切な把握を行ってい

る。

②子どもの出欠席を把握し、適切に

援助している。

評価項目 講評

〇内容評価基準（43～61）

（１）子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境の整備
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46 A

47 A

48 A

49 A

50 A

（３）子ども一人ひとりと集団全体の生活を豊かにする育成支援

①子ども自身が見通しをもって主体

的に過ごせるように援助している。

学童保育クラブに到着すると、子ども自身で一

日のスケジュールを確認できるよう、ホワイト

ボードを活用して一日の流れを示している。こ

れをもとに、子どもは、自由遊びの時間をどの

ように過ごすか、宿題をやるならいつやるかな

どを自分で考えて決定できる。職員はこうした

子どもの自律的な姿勢を尊重し、また助言など

により援助している。手洗いや整理整頓、片付

けなどの基本的な生活習慣については、職員に

よる丁寧な言葉かけや子ども自身の行動の積み

重ねにより、身につくよう援助している。複数

の学年の子どもが通っているため、それぞれに

応じた遊びや生活をできるよう、遊びの紹介な

どを行っている。これまでどのような遊びをし

てきたのかという子どもの経験値も、遊びの導

入の際に参考にしている。

②日常生活に必要となる基本的な生

活習慣を習得できるように援助して

いる。

③子どもが発達段階に応じた主体的

な遊びや生活ができるように援助し

ている。

④子ども同士の関係を豊かに作り出

せるように援助している。

異なる学年の子ども同士での関わりは、できる

限りやっていきたいと考えている。そこで、遊

びや活動を通して異年齢同士でかかわりあう経

験を重ねている。班での活動もリードしたりさ

れたりする関係がある。時に職員が間に入り、

子ども同士のつながり作りを援助している。ま

た、1，2年生、3年生以上の子どもで構成され

る会議を設け、子どもが直接意見を表明できる

ような環境を整えている

⑤子どもが自分の気持ちや意見を表

現することができるように援助して

いる。
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51 A

52 A

53 A

54 A

①障害のある子どもの受入れの考え

方を理解したうえで、受け入れに努

めている。

障害を有することで育成支援上特別な支援が必

要な子どもの受け入れも行っている。具体的な

手続き内容などは学童保育クラブ利用案内にお

いても案内している。区の審査などの手続きを

経てその可否が決定される仕組みとなってい

る。受け入れの際は、健康状態や発達の状況な

ど子どもの心身の具体的な状況や、家庭の状況

などを確認し、育成支援のための基礎的な情報

としてまとめ、職員間で共有している。特別支

援の対象となる子ども一人ひとりに対し育成目

標を立て、巡回指導による専門家の助言なども

活用しながら、集団での関わりの中で生活・活

動を行っていけるよう、支援にあたっている。

②障害のある子どもの育成支援に当

たっての留意点を踏まえ、育成支援

を行っている。

③児童虐待の早期発見に向けた取組

や適切な対応を行関係機関と連携し

て行っている。

子どもの権利・利益・尊厳を守るために、不適

切な関わりを排除するだけでなく、虐待が疑わ

れるケースについてそれを発見した場合の具体

的な対応手順を整理している。これにより、所

管課や通報先である児童相談所などへの連絡経

路を確立している。また日頃から子どもの様子

を気にかけ、必要なケースでは子ども家庭支援

センターや児童相談所との連携により子どもを

めぐる情報の共有を図っている。日常的には、

互いの⾧所や短所を子ども同士で認め合える関

係作りを支えている。

④子どもの国籍や文化、習慣等の違

いに関わらず、互いを認め合い理解

を深めるような取組を行っている。

（４）固有の援助を必要とする子どもへの適切な育成支援
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55 A

56 A

57 A

58 A

①子どもの安全を確保する取組を

行っている。

日常の中でけがの防止に取り組んでいる。事故

やヒヤリハット事例は全体で共有し、学童保育

クラブとしての危機管理マニュアルも備えてい

る。保護者への連絡や受診の判断など、迷うこ

となく適切かつ迅速に対応できるよう、対応方

法を日ごろから確認している。不審者情報や気

象情報などは、安心でんしょばとのシステムを

活用して保護者に発信し、安全確保に役立てら

れるようにしている。衛生管理に関しては、研

修などにより注意事項などを確認し、日々の業

務の中でも清潔の保持を心掛けている。

②衛生管理に関する取組を適切に

行っている。

（６）安全と衛生の確保

①放課後の時間帯におやつを適切に

提供している。

毎日16時15分をめどにおやつ（補食）を提供し

ている。学校からの帰りが遅くなった際は、個

別に対応している。アレルギーの事故を防ぐた

め、年2回のアレルギー調査を行っている。利

用開始時だけでなく定期的に聴き取りを行う事

で、できるだけ新しい情報を把握し事故予防に

努めている。アレルギー以外のリスク対応も

行っており、使用する食器やおやつの保管場所

の衛生管理も徹底している。弁当を持参する

ケースでは、痛むことのないよう保護者に注意

を喚起するなど、学童保育クラブでの食事全体

に対し、高い意識をもって安全の確保に取り組

んでいる。

②食に伴う事故（アレルギー、窒

息、食中毒等）を防止するための対

応を行っている。

（５）適切なおやつや食事の提供
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Ⅳ-2保護者・学校との連携

評価

59 A

60 A

Ⅳ-3子どもの権利擁護
評価

61 A

①子どもの生活の連続性を保障する

ため学校との連携を図っている。

担任教諭との懇談により子どもの成⾧・発達を

支えていくために情報を共有するなど、話しや

すく、連携をとりやすい関係を構築している。

学校からは学校だよりの提供を受け、予定や動

きを知る関わりを持っている。学童保育クラブ

からもクラブだよりを送り、クラブで過ごす子

どもの様子を伝えている。子どもの育成支援

上、気になることや、学校での出来事と関連す

ると思われることなどがあれば、随時担任教諭

と情報交換を行っている。

評価項目 講評

①子どもの権利擁護に関する取組が

徹底されている。

施設内には区の子ども条例や都の子どもの権利

擁護専門相談事業のリーフレットを備えてい

る。また、すべての職員が内外の研修を受け、

子どもの権利を侵害しないように努めている。

日々の会議や育成支援の現場におけるコミュニ

ケーションを通して、子どもの権利・利益の養

護・尊重を図っている。特に打ち合わせの中で

は事例を取り上げ、話し合いを行っている。

評価項目 講評

①保護者との協力関係を築いてい

る。

安心でんしょばとでは連絡の一斉送信が可能で

ある。日々の連絡を密に行う事で信頼関係が構

築できている。保護者会や面談、行事など、保

護者と直接対面する機会を設けることで、コ

ミュニケーションを取り、協力関係を築いてい

る。

（１）保護者との連携

（２）学校との連携

（１）子どもの権利擁護
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